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１【提出理由】
　平成29年８月29日開催の当社第30期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年８月29日
 

(2）当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件

当社普通株式１株につき金13円。
 

第２号議案　定款一部変更の件
①　当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員

会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規
定の削除等を行う。併せて、現行定款の一部を見直し、条文の整備及び字句の修正を行うとともに、規定の新設並びに
削除に伴う条数の変更等を行う。

②　なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものとする。
 
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤良雄、新谷隆俊、中川均、益山健一、橋本正太、蜂谷忠義を選任
する。

 
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、岡田実、濱田康行、佐々木大祐を選任する。
 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されると監査等委員会設置会社に移行する。当社の取締役
の報酬額は、平成12年８月29日開催の第13期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額80,000千円以内（ただし、使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と承認され今日に至っているが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これ
を廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまで
の取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額80,000千円以内（うち社外取締役分年額10,000千円以
内）とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。現在の取締役は７名（うち
社外取締役１名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、第２号議案及び第３号議案
が原案どおり承認可決されると、６名（うち社外取締役０名）となる。なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」
における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとする。
 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されると監査等委員会設置会社に移行する。そのため、昨
今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内とする。
本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第２号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決されると３名となる。な
お、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとする。

 
第７号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任するため、新たに会計
監査人の選任する。なお、本議案に関しては、監査役会の決定に基づいている。また、監査役会が三優監査法人を会計監査
人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案し
た結果、適任と判断したため。

 
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）
第１号議案 7,568 11  （注）１ 可決（98.73％）

第２号議案 7,568 11  （注）２ 可決（98.73％）

第３号議案    （注）３  
佐　藤　良　雄 7,569 10   可決（98.75％）

新　谷　隆　俊 7,569 10   可決（98.75％）

中　川　　　均 7,569 10   可決（98.75％）

益　山　健　一 7,566 13   可決（98.71％）

橋　本　正　太 7,568 11   可決（98.73％）
蜂　谷　忠　義 7,569 10   可決（98.75％）

第４号議案    （注）３  
岡　田　　　実 7,563 16   可決（98.67％）

濱　田　康　行 7,562 17   可決（98.66％）
佐々木　大　祐 7,562 17   可決（98.66％）

第５号議案 7,551 28  （注）１ 可決（98.51％）

第６号議案 7,551 28  （注）１ 可決（98.51％）

第７号議案 7,568 11  （注）１ 可決（98.73％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の
賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成で
あります。

４．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する割合で
あります。

５．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満た
し、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

 
以　上
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